
様式２－１（支援制度要綱第３条第６項関係） 
  年  月  日  

 
 

福 岡 市 長 様                                                      
地域まちづくり協議会名称      

 
代表者住所             

氏 名                    

 

 

 

 

 

助 成 金 交 付 申 請 書 
 

 

 

      年度の当地域まちづくり協議会の活動について、福岡市地域まちづくり推進要綱第５条

第３項に基づく活動費の助成を受けたいので、福岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第６項の

規定により、関係書類を添付して、下記のとおり申請します。 
 
 

記 

 

 

１ 交付を受けようとする助成事業名 

 

 

 

 

２  交付を受けようとする助成金の額 

 

 

円 

 

３  活動事業の目的及び内容 

     地域まちづくり計画の策定にむけた検討作業等を行うため、別紙事業計画書のとおり事

業を行うもの。 

 

４  活動事業の執行に関する収支計画及び事業計画 

       別添資料参照（    年度事業計画書及び収支計画書別添） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式２－２（支援制度要綱第３条第８項関係） 

 

住地 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

福 岡 市 長               

（住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課） 

 

 

助成金交付決定通知書（新規・変更） 

 

 

       年   月   日に申請のありました貴地域まちづくり協議会に対する助成金の交

付について、福岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第７項の規定により助成金交付の決定をし

ましたので、通知します。 

 

 

１ 交付決定年月日      年  月  日 

 

 

 

２ 交付内示金額                 円 

 

 

 

３ 交付方法           

 

 

 

４ 交付決定の条件 

 

   ○助成対象事業についての実績報告書を    年  月  日までに市長に提出すること 

○実績報告書の審査の結果、市長に無断で事業内容の重大な変更がされたり、証票等の不備等

交付が不適当な事項が認められるときは、市長は交付額を変更することがある。 

○次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく変更申請書を市長に提出すること。 

     （１）助成対象事業に要する予算の変更をしようとするとき。 

     （２）助成対象事業の内容を変更しようとするとき。 

     （３）助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

○助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成対象事業の遂行が困難となったと

きは、遅滞なく市長に報告し、その指示に従うこと。 

○その他福岡市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

 

 

 

 



 

様式２－３（支援制度要綱第３条第８項関係） 

 

住地 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 
福 岡 市 長               

（住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課） 

 

 

助成金不交付決定通知書（新規・変更） 

 

 

 

      年  月  日に申請のありました貴地域まちづくり協議会に対する助成金の交付につ

いて、下記の理由により交付できませんので、通知します。 

 

 

 

 

 

    不交付決定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式２－４（支援制度要綱第３条第９項関係） 

 
  年  月  日  

福 岡 市 長 様                                                      
地域まちづくり協議会名称      

 

代表者住所             

氏 名                   
 

 

 

 

（ 事業計画 ・ 収支計画 ） 変更申請書 

 

  年度の当地域まちづくり協議会の活動について、（事業計画・収支計画）の変更をしたい

ので、福岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第９項の規定により、関係書類を添付して、下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

 

１ 交付を受けようとする助成事業名 

 

 

 

 

２  交付を受けようとする助成金の額 

 

 

円 

 

３  活動事業の変更内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式２－５（支援制度要綱第３条第１２項関係） 

 
  年  月  日  

福 岡 市 長 様                                                       
地域まちづくり協議会名称      

 
代表者住所             

氏 名                   
 

 

 

 

 

実 績 報 告 書 

 

  年  月  日付住地第     号で、助成金交付の決定を受けた当まちづくり協議

会の活動実績状況について、福岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第１２項の規定により、関

係書類を添付して、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 助成事業名 

 

 

 

２ 活動事業の実施期間 

 

 

 

３ 活動事業の実施状況 

 

 

 

 

４ 助成金の交付決定額と清算額 

 

 

助成金の交付決定額   ￥  

     

 

（助成金の既交付額）     ￥ 

 

 

    助成金の清算額     ￥ 

 

 

 



様式２－６（支援制度要綱第３条第１４項関係） 

 

住地 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

福 岡 市 長               

（住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課） 

  

 

助 成 金 確 定 通 知 書 

 

 

  年  月  日付の実績報告書により、    年度の貴まちづくり協議会の活動に対

する助成金の額を、下記のとおり確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

  １ 助成事業名      

 

 

 

  ２  助成確定金額               円 

 

 

 

  ３ 助成の条件 

  

     ○福岡市補助金交付規則の規定を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２－７（支援制度要綱第３条第１６項関係） 

 
  年  月  日  

福 岡 市 長 様 
 

地域まちづくり協議会名称      
 

代表者住所             

氏 名                    

 

 

 

 

助成金交付請求書 

 

  年  月  日付住地第    号で、交付決定を受けた当地域まちづくり協議会の活

動に対する助成金について、福岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第１６項の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

 

 

 

請 求 額                       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２－８（支援制度要綱第３条第２０項関係） 

 

住地 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

福 岡 市 長               

（住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課） 

 

 

助成金交付決定取消し通知書 

 

 

      年  月  日付住地第     号で、助成金交付の決定した助成事業について、福

岡市地域まちづくり支援制度要綱第３条第２０項の規定により助成金交付決定を取り消したことを、

通知します。 

 

 

１ 交付決定取消し年月日      年  月  日 

 

 

 

２ 取消し金額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２－９（支援制度要綱第３条第２１項関係） 

 

住地 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

福 岡 市 長               

（住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課） 

 

 

助成金返還命令書 

 

 

      年  月  日付住地第     号で通知した取消し金額について、下記の期日まで

に返還をお願いします。 

 

 

 

１ 返還金額                 円 

 

 

 

２ 返還期日        年   月   日迄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




